
様式第２号 

条件付一般競争入札公告〔共通事項〕 

 

１ 入札参加資格 

(１) 本契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 

(２) 次のいずれかに該当すると認められる場合で、その事実があった後2年を経過していない者

でないこと。 

ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量

に関して不正の行為をした者 

イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連

合した者 

ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

エ 監督又は検査の実施に当たり、法人職員の職務の執行を妨げた者 

オ 正当な理由がなく、契約を履行しなかった者 

カ 契約の履行に当たり、アからオのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者

を代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

(３) (２)のアからカのいずれかに該当する者を入札代理人として使用する者でないこと。 

(４) 建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第３条第１項の規定による許可を

受けていること。 

(５) 法第27条の23第２項に規定する経営事項審査（以下「経営事項審査」という。）の有効期間

（経営事項審査の審査基準日から１年７月）を経過していないこと。 

(６) 法第28条第３項又は第５項の規定により営業の停止を対象工事に対応する業種について本県

を含む地域で命ぜられた者で、入札参加申請書提出の日から落札決定の日までの間にその処分

の期間が経過していない者でないこと。 

(７) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は

民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でない

こと。 

(８) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指

名停止等措置基準（平成７年２月９日付け建振第281号。以下「措置基準」という。）に基づ

く指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていないこと。 

(９) 受注を希望する工事に、入札参加資格確認書類の提出期限の日現在において申請者と３ヶ月

以上の雇用関係にある者（法に定める経営業務の管理責任者及び営業所専任技術者を除く。）

を主任技術者又は監理技術者として専任（公告において専任を求めない場合を除く。）で配置

できること。 

(10) 役員等（個人である場合のその者、法人である場合の建設業法第５条第３号に規定する役員

等、及び建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第３条に規定する使用人をいう。）が、暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号）第２条第２号に規定す

る暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団

若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 

２ 不正又は不誠実な行為がある場合等の取扱い 

上記の入札参加資格要件を全て満たす場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、

参加資格を認めないことがある。 



(１) 不正又は不誠実な行為があること。 

(２) 経営状況が著しく不健全であると認められること。 

(３) 安全管理の状況が建設工事の受注者（以下「受注者」という。）として不適当であると認め

られること。 

(４) 労働福祉の状況が受注者として不適当であると認められること。 

(５) その他不公正又は不誠実と認められる事由等があり、受注者として不適当であると認められ

ること。 

 

３ 入札参加手続等 

(１) 入札参加申請と事前確認 

本工事は、入札参加者の競争参加資格を入札後に審査する事後審査方式の対象工事であるが、

入札公告に示す期限までに条件付一般競争入札参加申請書（様式第３号。以下「入札参加申請

書」という。）を提出して、登録資格及び営業所所在地等の充足状況など基本的な入札参加資

格要件の確認を受けた者でなければ入札に参加できないこと。 

なお、入札参加申請書の補正については、入札参加希望者から申出があり、かつ、受付期限

までに補正が可能な場合のみ認めるものとする。 

(２) 設計図書等の閲覧等 

ア 本工事に係る設計書、図面、仕様書及び契約条項等（以下「設計図書等」という。）は、

次の方法により閲覧できるものとする。 

(ア) 設計書、図面、仕様書 

入札公告で示す方法において、閲覧できるものとする。 

(イ) 契約条項等 

岩手県立大学宮古短期大学部ホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲載

する。 

イ ホームページへの掲載期間、閲覧できる場所・期間は、入札公告に示すとおりとする。 

ウ 設計図書等に対する質問及び回答 

(ア) 設計図書等について質問がある場合は、入札公告に示す期間内に質問書を提出するこ

とができる。なお、一般的事項に関しては、電話又は口頭により照会して差し支えない。 

(イ) 質問書に対する回答は、入札公告に示す期間までに書面又はホームページで閲覧する

こととする。 

(３) 入札方式並びに開札の日時及び場所 

入札書の入札方式は、紙入札により提出するものとし、開札の日時及び場所は、入札公告に

示すとおりとする。 

(４) 入札参加資格要件の審査 

開札後、落札者とするため必要がある者について入札参加資格要件の審査を行う。 

４ 入札方法等 

(１) 入札書等の提出等 

ア 入札書等の提出期限及び提出方法は、入札公告に示すとおりとする。 

イ 質問回答において、積算に関わる事項をお知らせすることがあるので、質問回答を閲覧の

うえ、入札書等の提出を行うこと。 

ウ 入札書等の提出は、指定された方法としなければならない。 

エ 入札において工事費内訳書（総括）を入札書と併せて提出することを求められた場合は、

入札書提出時に添付し、提出すること。 



オ 一度提出した入札書等の書替え、引換え又は撤回は認めない。 

カ 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。この場合、

再度入札の回数は２回とする。 

キ 落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額

を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）

をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するこ

と。 

(２) 開札 

ア 開札は、入札公告に示す開札日時、場所において行うものとする。 

イ 開札は､入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札参加者又は

その代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うもの

とする。 

ウ 開札後、落札者の決定を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした

者（以下「落札候補者」という。）から３番目の価格までの入札者を公表のうえ、落札候補者

から順に資格審査を行ったうえで、後日落札者を決定する旨を入札参加者に通知するものとす

る。 

 

５ 落札者の決定方法 

(１) 予定価格の制限の範囲で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 

(２) 落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて

入札参加資格の審査の順位を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを

引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。 

 

６ 入札参加資格の確認等 

(１) 入札参加資格確認手続 

開札後に、落札者とするための入札参加資格の確認を行うため、落札候補者は、次の書類を提

出しなければならない。なお、資格確認の結果、落札者が決定したときは、既に入札参加資格の

確認を受けた者を除いて、他の入札参加者の入札参加資格確認は行わない。 

ア 入札参加資格確認調書（様式第９号） 

イ 工事費内訳書（入札書に記載した入札金額に係る数量、単価及び金額を明らかにした工事費

内訳書） 

ウ 建設業の許可通知書の写し 

エ 配置技術者の資格、雇用関係及び施工経験等を確認できる書類 

オ 入札参加資格で求める施工実績を確認できる書類 

カ 経営事項審査の総合評定値通知書の写し 

キ その他入札参加資格の確認のため必要と認める書類 

(２) 入札参加資格確認書類の提出方法及び提出場所 

入札公告に示す場所に持参のうえ提出すること。 



(３) 提出期限 

入札参加資格確認書類の提出を求められた日の翌日から起算して２日目の日（休日を除く。）の

午後５時までとする。 

(４) 入札参加資格確認調書の記載内容の補正等 

ア 入札参加資格の確認に際し、落札候補者から入札参加資格確認調書に記載した施工実績又

は配置予定技術者を変更したい旨の申し出があり、入札参加資格確認調書の記載内容の補正

が必要と認められた場合（軽微な補正を除く。）は、１回に限り入札参加資格確認調書の差

替え等を認めることができるものとする。 

ただし、(１)イの工事費内訳書については、一度提出した後の差替え等は認めないものと

する。 

イ 入札参加資格確認調書の差替え等を認めた場合であっても、資格確認書類の提出期限の変

更（延長）は行わないものとする。 

(５) 入札参加資格要件の確認に基づく落札の可否については、落札候補者から入札参加資格確認

書類が提出された日から起算して原則として３日以内（休日を除く。）に通知する。ただし、

入札参加資格の確認に疑義が生じた場合等はこの限りでない。 

(６) (５)の審査の結果、入札参加資格要件を満たさないと認めた落札候補者には、入札参加資格

要件不適格通知書により通知する。 

(７) 落札候補者が提出期限までに(１)に定める入札参加資格確認書類を提出しないとき、又は落

札候補者が入札参加資格の審査のために法人が行う指示に従わないときは、当該落札候補者の

した入札は無効とする。 

 

７ 工事費内訳書の提出 

開札前又は開札後において、入札書に記載されている入札額に係る数量、単価及び金額を明らか

にした工事費内訳書の提出を求めることがある。なお、提出された工事費内訳書は、返戻しない。 

 

８ 入札の無効等 

(１) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア 民法（明治29年法律第89号）第90条（公序良俗違反）、第93条（心裡留保）、第94条（虚

偽表示）又は第95条（錯誤）に該当する入札 

イ 委任状を持参しない代理人のした入札 

ウ 入札書に記名押印をしていない入札又は工事費内訳書（総括）に記名押印をしていない入

札 

エ 金額を訂正した入札 

オ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札 

カ 明らかに連合その他の不正な行為によってされたと認められる入札 

キ 同一工事の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 

ク 共同企業体にあっては、その構成員全員の記名押印をしていない入札（あらかじめ共同企

業体の代表者に入札の権限に係る委任を行っている場合を除く。） 

ケ 一定の資本関係又は人的関係のある複数の者のした入札 

コ その他入札に関する条件に違反した入札 

(２) 落札候補者が、入札期日以降落札決定までの間に入札公告に掲げるいずれかの要件を満たさ



なくなった場合は、当該落札候補者のした入札は、無効とする。 

(３) 契約締結後において、(１)又は(２)により入札が無効となることが明らかになった場合は、

法人の指示に従わなければならない。 

９ 入札結果等の公表 

(１) 対象工事の入札結果は、ホームページに掲載するとともに、閲覧に供することにより公表す

るものとする。 

(２) 入札結果の公表までの間は、入札の経緯、結果の問い合わせには、一切応じないものとする。 

 

10 契約保証金 

契約金額の10分の１以上の金額とする｡ 

 

11 主任技術者又は監理技術者の配置 

(１) 主任技術者又は監理技術者は、入札参加資格確認書類の提出期限の日において、入札公告に

示す要件を満たし、本工事の契約工期の初日から契約工期の最終日又は最終完成検査の日のい

ずれか遅い日までの間、現場に配置することができる者でなければならない。 

(２) 主任技術者又は監理技術者は、本工事の現場施工に着手する日において、入札公告に付した

工事と他の工事の現場の技術者を兼ねることができる場合を除き、他の工事の現場に技術者と

して配置されていない者でなければならない。 

(３) 主任技術者又は監理技術者は、入札公告において本工事に専任で配置することを求めている

場合であっても、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し、事務手続、

後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも専任は要しない。 

(４) 主任技術者は、入札公告において本工事に専任で配置することを求めている場合であっても、

建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第27条第２項の規定に基づき、本工事と密接な関係

のある他の工事との兼務を認める場合がある。 

 

12 その他 

(１) 入札参加者は、条件付一般競争入札説明書及び入札心得を遵守しなければならない。 

(２) 落札者の決定後、この入札に付する工事に係る請負契約の締結までの間において、公正な入

札が確保されていなかったことが判明した場合又は当該落札者が入札公告に掲げるいずれかの

要件を満たさなくなった場合には、当該請負契約を締結しないことがある。この場合において、

１（６）及び（８）中「落札決定の日まで」とあるのは「請負契約の締結まで」と読み替える

ものとする。 

(３) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況

が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。 

(４) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本工事の入札が中止された場合であ

ってもその補償を請求することができないものとする。 

(５) 工法等に係る技術提案の内容が一般的に使用される状態となった場合は、その後の工事にお

いて、無償で使用できるものとすること。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案に

ついては、この限りでない。 



(６) 発注者が技術提案の採用を認めた場合であっても、提案内容に基づく工事に関する受注者の

責任が軽減されるものではない。 

(７) 条件付一般競争入札説明書、条件付一般競争入札心得については、ホームページにおいて閲

覧することができる。 

ホームページ（http://www-myk.iwate-pu.ac.jp/） 


